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こ
の
改
正
は
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
の
代
替
物
質
と
し
て
使
用
が
増
大
し
た
高
い
温
室
効
果
を
有
す
る
Ｈ
Ｆ
Ｃ
を
、
議
定
書
の
下
で
、

生
産
、
消
費
等
の
規
制
及
び
非
締
約
国
と
の
貿
易
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
物
質
に
追
加
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


